
住宅改修
手すり１本から、お見積無料●お気軽にご相談ください。

住宅改修費の支給

支給限度基準額は、一家屋２０万円（税込）です。ただし、要介護度が大きく変わった時や、
住所移転の時は、再度支給が受けられます。

住宅改修をする際は、あらかじめ市区町村に申請書を提出し、
審査を受ける事前申請制度が導入されています。

手すりの取り付け・段差の解消などほんのわずかな住宅の改修で、見違えるように生活がしやすくなり
ます。経験豊富なスタッフがお客様の快適な生活のためのプランをご提案いたします。

要支援や要介護の状態にある人が日常生活を容易にするため、手すりの取り付けなどの住宅改修費の支給を受ける
ことが出来ます。ただし、改修費用は一旦全額支払後に、９割又は８割が償還払いされます。

住宅改修施工例

限度額

手続き

支給対象
項目

①手すりの取付 ②段差の解消

③滑りの防止及び、移動を円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸などへの扉の取替え

⑤洋式便器などへの便器の取替え ⑥便座の位置の変更・向きの変更

⑦転倒防止用棚の設置 ⑧扉の撤去

⑨通路等の傾斜の解消 ⑩その他、前項の住宅改修に付帯して必要となる改修

■屋外階段
　手すり取付

■屋外手すり
　取付

■扉変更工事
　（開き戸→折れ戸）

■段差解消
　ステップ台

■和式便器から
　洋式便器
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